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生活困窮世帯を対象とした学習支援における 
「学習」と「居場所」の様相

―X 市の事業に着目して―

＊竹井沙織　　＊小長井晶子　　＊＊御代田桜子

１ ．問題の所在

　生活困窮世帯の子どもを対象とした学習支援に，今
注目が集まっている。学習支援は，1980年代後半から
ケースワーカーによって自主的に実施されてきた活動
であったが，2015年に制定された生活困窮者自立支援
法で，貧困の連鎖の対応策の一つとして位置づけら
れ，都道府県等が行う任意事業として学習支援事業を
行った場合，その経費の二分の一以内を国が補助する
と定められたことにより，全国的に導入が進んだ 1 。そ
の背景には，全世帯の高校進学率が100％に近づく中，
生活保護世帯の子どもの進学率が全体と比較して低い
水準のままという状況がある。これに対して，内閣府

「子供の貧困対策に関する大綱」（2014年 8 月29日）で
は，高校進学率を子供の貧困に関する指標の一つとし
て設定し，学習支援事業を学力向上，進学率上昇に寄
与するものとして位置づけている。
　加えて同大綱において，「ひとり親家庭や生活困窮
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世帯の子供の居場所づくりに関する支援」の中に「居場
所づくりを含む学習支援事業を実施する」という文言
があるように，学習支援事業は「居場所」機能を担う
ことが期待されている。子どもの学習支援に取り組む
市区町村等に対して行ったアンケート・ヒアリング調
査によると，約半数の市区町村が，学校での学習事項
の補習・復習や進学のための受験指導・進路相談に加
えて，子どもの「居場所」づくりに取り組んでいる 2 。
　この「居場所」機能の重要性は先行研究でも指摘され
ている。例えば，永野勇気は，学習支援に参加してい
る子どもたちは複合的な問題を抱えていることから，
学習支援における「居場所」づくりの実践にこそ注目
する必要があると論じており 3 ，林明子は，「子どもの
貧困」に対する政策として「進学だけではない視点か
らの取り組みが求められる」とし，「彼らの居場所とな
り，自己肯定感や自己アイデンティティに適切に寄与
するような取り組みが目指される必要」があると述べ
ている 4 。
　このように，学習支援では主に「学習」のサポート
と「居場所」の提供という二つの機能を担うことが期
待されているものの，このことが場の意味を曖昧にし
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ているという指摘もある。例えば，田谷幸子は，学習
教室の場が「居場所」としての機能を強く持ち始めて
いるにもかかわらず，「学習」支援を前面に出さざる
を得ないことで，子どもたちにとって場の意味があい
まいになってきていると指摘している 5 。このように，
実践現場では「学習」のサポートを行いながら，「居
場所」を提供するということに対して矛盾や葛藤を感
じるという状況が生じているのではないだろうか。ま
た，たとえ矛盾や葛藤を感じていなかったとしても，

「学習」を強調するあまり，子どものありのままの姿を
承認する余地が縮減されるような事態が起こりうるこ
とも考えられる。しかしながら，これまで学習支援事
業における「学習」と「居場所」の関連に着目した研
究は十分にされてきたとは言い難い 6 。
　そこで，本研究では，学習支援において「学習」と

「居場所」の両方を保障することによるジレンマを明ら
かにすることを目的とする。このように，実践現場で，

「学習」のサポートと「居場所」の提供をどのように
行い，そこにどのような難しさがあるのかを検討して
いくことは，今後の学習支援実践の課題と展望を明ら
かにするだけでなく，学習支援における「居場所」づ
くりが子どもの貧困対策としてより有効なものになっ
ていくためにも重要であろう。

２ ．課題の設定と研究方法

　本研究の課題は次の通りである。第一に，支援者が
学習支援における「居場所」をどのように捉え，「学

習」と「居場所」をどのように結びつけているのかを
明らかにする。第二に，支援者が「学習」のサポート
を行いながら，「居場所」を提供するということに対し
て矛盾や葛藤を感じているのか，感じているとすれば
どのように乗り越えようとしているのかを検討する。
　学習支援事業は地方自治体によって，直営型 / 委託
型や集合型 / 訪問型といった違いがあり 7 ，また委託
型の場合でも仕様書や実施要領・要綱に即して実施さ
れている。後述する X 市のように，「居場所」づくり
の具体的な実践が仕様書等に書かれている事実に鑑み
れば，同一自治体の学習支援に絞って分析を行うこと
が重要であろう。
　そこで，本研究では，精力的に学習支援事業を展開
している X 市に着目し，学習支援事業を受託している
全27団体に対する質問紙調査を実施した。ただし，委
託型であるため，実施主体は教育や福祉などさまざま
な背景をもつ団体が担っており，団体によってビジョ
ンや活動内容が異なることが予測される。そのため，
タイプの異なる受託団体を五つ抽出し，事業責任者に
対して半構造化形式によるヒアリング調査を実施した

（2018年 ６ 〜 8 月）8 。なお，特定を防ぐために，一部
仮称としている。

３ ．X市の学習支援事業の概要

（ １）事業の成立過程と枠組み
　政令指定都市である X 市の学習支援事業は，2013年
度から生活保護世帯の中学 ３ 年生を対象に委託事業と

表 １　X市の学習支援事業の仕様書の概要

中学生の学習支援事業a 中学生の学習支援事業 b

目的

高校進学に向けた支援を行うとともに、保
護者の養育支援や子どもの居場所づくりの
活動などを総合的に実施することで、対象
世帯の自立を促進などすること

学習の支援、気軽な児童からの進学等の相談によ
る児童の学習及び進学の意欲の増進を図るととも
に、参加児童の心の拠り所となる児童交流の取組
み及び保護者への養育支援を総合的に行うこと

対象
生活保護世帯、生活困窮世帯及びひとり親家庭

中学 １ 〜 ３ 年生対象
回数 週 ２ 回 週 １ 回（2017年度より週 ２ 回会場も追加）
定員 １ 会場12名

サポーター数 支援対象者 ３ 人に対してサポーター １ 人
学習会以外の活
動（イベント等）

居場所づくり活動の一環として、学期に １
回程度

参加児童の心の拠り所となり児童の交流を促進す
るような活動を、学期に １ 回程度

主な受託団体 NPO 法人など 児童館など
出典　 「X 市中学生の学習支援事業業務委託仕様書（平成29年度〜32年度）」，「仕様書 X 市中学生の学習支援事業a

業務委託」より筆者作成
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して開始された（事業a）。翌年の2014年度からはひと
り親世帯を対象とした事業も開始され（事業 b），二つ
の事業は2016年度には事業統合がなされた。事業担当
課が異なることから，a と b の事業についてそれぞれ
の仕様書が作成されているが，事業統合以後は，基本
的に同じ枠組みで行われている 9 。
　対象は，市内在住の生活保護世帯，生活困窮世帯及
びひとり親家庭の中学生である。実施形態は委託型で
あり，児童館では指定管理業務の一環として，それ以
外の事業者は企画提案書公募によるプロポーザル方式
で事業者を選定している。スタッフは，委託先事業者
の職員と有償ボランティアであり，後者は主に大学生
が担っている。会場は，市内の児童館やコミュニティ
センター，消防署などであり，市内全区，複数箇所にあ
る。会場に子どもたちが行く集合型で行われており，
週 １ 回又は週 ２ 回の夕方 ２ 時間程度，基本的には個別
指導で中学生 ３ 人に対してサポーター １ 人の予算がつ
けられている。
　以上のように，仕様書においては，ある程度の枠組
みが定められているものの，実際の運営や予算執行に
関してはそれぞれの団体の裁量が大きい。

（ ２）「居場所」づくりを含む学習支援
　学習支援事業の目的としては，両事業とも「高校進
学に向けた支援」，「養育支援」が入れられている。加え
て，事業a には「居場所づくりとなるような取組み」，
事業 b には「心の拠り所となる児童交流の取組み」の
実施が明記されている。このように表現の違いはある
が，いずれもこれらの取り組みの具体化として，学期
に １ 回程度「社会体験活動等」のイベントを実施する
ことが可能となっている。
　本研究では，この二つの取り組みに大きな違いがみ
られないことから，以下ではいずれも「居場所」づく
りの取り組みとして扱うこととする。

（ ３）多様な委託先
　X 市では，全部で27団体が受託しており，その内訳
は児童館16，NPO 法人 ４ ，塾産業を含む株式会社 ３ ，
一般社団法人 ２ ，社会福祉法人 １ ，協同組合 １ である。
主に社会福祉法人が指定管理者である児童館では，前
述の通り，学習支援は指定管理業務の一環とされてい
るため，必然的に受託団体数が多くなっている。また，
受託団体の中には一つの会場しか運営していない団体
もあれば，多くの会場を運営している団体もある。全
会場数における各受託団体が受けもつ会場数の割合で
みると，NPO 法人が29％，株式会社が28％，児童館と

一般社団法人がそれぞれ約20％を運営していることと
なる。

４ ．質問紙調査結果：「学習」支援に留まら
ない活動内容

　質問紙では，主に「活動内容」，「『居場所』づくりに
関わる活動」，「『居場所』の捉え方」，「『学習』支援と

『居場所』づくりの比重」について質問を行った。27団
体のうち23団体から回答があり，回収率は85.2％だっ
た。
　活動内容に対する回答から，「宿題・課題」「予習・
復習」「学び直し」という「学習」に関する活動に加
えて，「イベントの実施」や「おやつ・軽食提供」「保
護者支援」などさまざまな活動を行っていることがわ
かった。先行研究ですでに指摘されているが，X 市の
学習支援事業においても狭義の意味としての「学習」
支援に留まらない，包括的支援が行われていることが
読み取れる。
　「居場所」づくりに関しては，「活動内容」と同じ項
目について，「居場所」づくりとして意識して行って
いるものを回答してもらった。その結果，「おやつ提
供」や「イベントの実施」だけでなく「宿題・課題」

「予習・復習」など「学習」をサポートすること自体，
「居場所」づくりとして意識されていることがわかっ
た。さらに，各団体における「居場所」の捉え方を明

図 １　学習支援事業の活動内容（N=23）

図 ２　「居場所」づくりとして行っている活動（N=23）
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らかにするため，「居場所」づくりとして特に重視し
ていることについて質問を行った。自由記述からは，

「安心・居心地・やすらぎ・何でも話せる」「自分らし
くいられる」「楽しい」「来やすい，継続してきてくれ
る」「子どもの権利をもとにした関わり」「学習習慣の
形成の場」「傾聴・応答」「強制や無理強いをしない」
といったキーワードが抽出できた。ここからわかるこ
とは，「居場所」の捉え方は受託団体によって多様であ
るということだ。このように，特別な活動だけが「居
場所」づくりとして捉えられているわけではなく，活
動全体として「居場所」づくりが意識されていること
がわかった。
　こうした「居場所」の捉え方を踏まえたうえで，最
後に学習支援における「学習」支援と「居場所」づく
りの比重について回答してもらった。結果は，「学習」
支援と「居場所」づくりの比重が「 ９ ： １ 」と回答し
た受託団体が13％，「 8 ： ２ 」22％，「 ７ ： ３ 」17％，

「 ６：４ 」 ９ ％，「 ５：５ 」13％，「 ４：６ 」 ９ ％，「 ３：
７ 」４ ％，「その他」13％となり，受託団体によって比
重の置き方にグラデーションがあることがわかった。
しかし，その実態については質問紙調査では限界があ
ると感じ，次にヒアリング調査を実施した。

５ ．事例の検討：学習支援における「居場
所」づくりの実態

　質問紙調査の結果と受託団体の種類からタイプの異
なる団体を抽出10し，事業責任者11にヒアリング調査を
行った。抽出団体は表 ２ に示した ５ 団体である。以下，
団体ごとのヒアリング結果を，①概要と活動の特徴，
②「居場所」の捉え方，③「学習」と「居場所」の関
連の ３ 項目に整理した。なお，事業責任者の語りをそ
のまま引用した部分にはかぎ括弧をつけている。

（ １）事例 １（NPO法人）
①団体の概要と活動の特徴
　事例 １ は，X 市の中でも多くの会場を運営している

団体である。団体の目標の一つとして，市民参加によ
る地域の教育力を向上させることを掲げており，生活
困窮世帯など困難な環境にある子どもたちを市民参加
による官民協働の共助の仕組みで支援するため，学習
支援事業を受託している。学習支援以外にも，地元の
中高生のリーダー育成に関する事業や被災地の子ども
支援事業などを行っている。
　活動の特徴としては，会場責任者の約 8 割が校長や
教頭を経験した退職教員であることがあげられる。ま
た，学習教室で勉強するだけでなく，自学自習の癖を
つけることを目指しており，そのため，月単位で運営
責任者とサポーターが個別の学習指針を決めている。
さらに，子どもたちに将来のイメージを持ってもらう
ために，「身近にいる健全な大人」である学生サポー
ターに休憩時間を使ってスピーチをしてもらったり，
高校進学後に自分がどのように生きていくのかを考え
させたりするなど，勉強だけでなく，その後の「自立」
を見据えた支援を行っている。

②「居場所」の捉え方
　「居場所」とは，「週 ２ 回ここに来ることで，生活の
リズムを整えることができる。そういう意味での居場
所」だと述べており，「居場所になって相談できるとい
う機能はあるが，根本的には生活リズムを整える大き
なきっかけづくり」と捉えている。例えば，不登校で
昼夜逆転している子どもがいても，まずは学習教室に
来れば，昼夜逆転が解消できることもある。このよう
に，「 ２ 時間なら ２ 時間を，他の中学校の子ども達も含
めて集まる，勉強したり，自分のことを話したり，学
びとコミュニケーションの場が継続的にある」ことで，

「他のみんなもちゃんと来ている，自分が気にかけら
れている，一人じゃないと毎回感じ続けることで，そ
れが習慣化していき，学校や家での生活もリズムがで
きていく」としていた。また，「家庭内の健全な会話が
希薄」だったり，「自分のことをわかってもらえる環境
も下手するとなかなかない」ため，定期的に学習支援

表 ２　事例の概要

事例 １ 事例 ２ 事例 ３ 事例 ４ 事例 ５
団体の種類 NPO 法人 NPO 法人 一般社団法人 NPO 法人 児童館
規模 

（会場割合） 23% 3% 5% 2% 1%

実施回数 主に週 ２ 回 主に週 ２ 回 主に週 ２ 回 週 ２ 回 週 １ 回
「学習」と 
「居場所」の比率 8：2 7：3 7：3 6：4 9：1
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に来ることによって，「健全な居場所」を提供すること
になるとも認識していた。加えて，学習支援の場があ
ることで，社会性や対人関係能力の向上，将来の進路
について自分なりに考えるきっかけづくり，友達づく
り，家庭では相談できないことも相談できるといった

「居場所としての効果」も生んでいると述べていた。

③「学習」と「居場所」の関連
　以上のように「居場所」を捉えていることから，あく
までも「学習」という目的で集まった子どもたちに学
習サポーターが親身に寄り添うことで，副次的な「居
場所としての効果」が自然に芽生えると考えている。
したがって，「学習」と「居場所」の両立という点では
特にジレンマは感じていなかった。ただし，将来的に
は学習教室内外でより将来の進路や職業意識が芽生え
るような活動を増やしたいと考えている。

（ ２）事例 ２（NPO法人）
①団体の概要と活動の特徴
　事例 ２ の団体は，X 市の事業がはじまる前から自主
的に学習支援に取り組んでいた団体である。団体の目
標としては，子どもの権利を基盤とし，子どもが社会
に参画する場や機会を充実させることで子どもと大人
が共に持続可能な社会を実現することを掲げている。
その際，子どもの学ぶ権利の保障が，子どもたちが権
利の主体になり社会参画をしていくための第一歩であ
るとして，学習支援を実施している。学習支援以外に
は，子どもの社会参画事業，子育て支援事業，遊び場
づくり事業，居場所づくり事業，人材育成事業などに
取り組んでいる。
　事例 ２ の団体は，上述した事業全てにおいて，子ど
もは保護の対象だけではなく権利の主体であることを
明確に位置づけ，生活困窮世帯の子どもも，将来の夢
を描き，主体的に生き方を選択していくという「本当
の意味での自立」や「社会参画」を目指している。そ
のため，子どもと一緒にテストの点数や得意・不得意
を記入していくシートを作成し，一緒に学習計画を立
てるなど，子どもが主体的に学習に関われる工夫を
行っている。また，学習支援での関わりで把握した子
どもの具体的な課題に対して，地域の奉仕作業や子ど
も食堂の手伝いなど学習以外の場面を活用しながらア
プローチしようとしている。X 市が学習支援事業とは
別に展開している「居場所づくり事業」も合わせて受
託・実施し，学習教室以外で子どもたちが参加できる
体制をつくっている。

②「居場所」の捉え方
　「居場所」の捉え方としては，「安心していられる。
子どもらしくいられる。自分らしくいられる。自分と
いう存在価値も見つけられる」ということを重視して
いる。また，具体的な事例から「（最初子どもたちは
－引用者）勉強ができなくて来るのかもしれないけれ
ど，そこで自分がいろいろな面で成長できる場所だと
感覚的に気がつく時に居場所になる。ただ単に勉強す
るだけの場所ではない」など，「居場所」に子どもが主
体的に自己を承認していく場としての意味を見出して
いる。そのため，活動を通じて，周囲から存在が肯定
されること，そして，主体的に自己を肯定できるよう
になることに重きをおいている。

③「学習」と「居場所」の関連
　「学習」と「居場所」の関連に関しては，「学習か居
場所かの二元論だと難しい」「学習主体でやっているが
かなりクロスしている」とし，それらが不可分である
としている。特に「学習」については，「学習は限度が
ない。間口はすごく狭いけど，そこから広がることは
多様でたくさんあるが，学習支援だけとなると限度が
決まってきてしまう」としている。子どもたちが学習
支援に来るきっかけは，多くが学校の授業についてい
けないことや受験対策であり，「居場所だよと言って
も無理だったりするんですけど，勉強だよってことで
親も送りだしてくれる」「本人も塾に入っているってい
う体が成り立つから来るんですよね」など，「学習」支
援を前面に出すことにより，子どもたちが支援につな
がりやすくなる現状があることが指摘されている。こ
ういった狭義の「学習」を入り口に，子どもたちと関
わりながら様々な学びへとつなげていくことが想定さ
れている。
　しかし，様々な学びへとつなげていくためには，サ
ポーターの専門性や活動時間などの点で，学習支援事
業の枠組みでは限度があるため，「学習支援だけでは
頭打ち感」と述べていた。すなわち，団体が目標とす
る「本当の意味での自立」「社会参画」を実現するため
に，学習支援はあくまでも一つの手段であり，他の事
業と組み合わせながら目標を実現しようとしている。

（ ３）事例 ３（一般社団法人）
①団体の概要と活動の特徴
　事例 ３ の団体は，不登校やひきこもりの子どもに対
する個別支援から始まった団体である。教育サービス
と福祉サービス両方から子どもたちをサポートした
り，該当する行政サービスがない場合は，例えば家庭
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訪問をしながら出かける場所をつくるなど，団体独自
で支援を行えるようにしているところに特徴がある。
学習支援以外にも通信制高校のサポート校，放課後等
デイサービス事業に取り組んでいる。
　この団体では，活動の中で「よく話す」ということ
を大事にしているため，「学習が主目的」としつつも，
子どもが多くのサポーターと交流できるような工夫が
なされている。例えば，学習中は特定のサポーターを
つけていなかったり， ３ ヶ月に １ 度というかなりの頻
度で，家庭や学校の状況を把握するため個別面談を実
施している。また，大学生以外の幅広い年代のサポー
ターが比較的多く在籍しており，中学生の学習から久
しく離れていたサポーターもいるようである。しか
し，団体としては，勉強を教えることが得意であるこ
とよりも，子どもが様々な世代の人と関われるように
することを重視しており，このことも団体が重要と考
えている「よく話す」や交流の一つの実践であるとい
えよう。
　加えて，学習支援活動として，勉強に対し抵抗感を
もつ子どもに対して遊び支援を行っていることも特筆
すべき点である。これは，まずは来るという習慣をつ
けるため，「遊びながら勉強をする」ということを目標
に，人と話して信頼関係をつくりながら，その子が好
きなことをしている。このように，「学習」に収まらな
い支援を行っていることが，この団体の特徴であると
いえるだろう。

②「居場所」の捉え方
　居場所については「定義がない」としつつも，「みん
なでいれる場所，一人で居れる場所，安心して居れる
場所」，「誰かと関わりたい時に誰かと関われる場所だ
し，調子が悪い時に帰らずにその場所にいても良いと
いう場所」と述べている。
　一方で，年度末に行うイベントの内容を決める際に
は，子どもたちを含めて話し合うなど，「自分たちの居
場所をつくるために，自分たちで考えることが，居場
所にもつながる」という認識ももっていた。このよう
に，事例 ３ の場合，「居場所」概念に「学習」の要素は
入っておらず，「居場所」は「学習」とは異なる次元の
ものといえるだろう。

③「学習」と「居場所」の関連
　「居場所があるからこそ，安心して勉強できる。居
場所の上に，学習や交流を積み上げていくという感
じ」と述べたように，まずは「居場所」を十分に提供
することで，はじめて「学習」に向かえるものと認識

している。そのため，団体としては「居場所」を保障
することに力を入れている。このように考える背景に
は，「やらない子をやらせようとしてもやらない」，子
どもたちは「学習教室というのをわかっており，どこ
かでは勉強しなきゃとは思っている」と述べていたよ
うに，子どもたち自ら学習に取り組むようになってほ
しいと考えていることもあるのだろう。その結果，「学
習」の割合が少なくなることに対して，「本当は勉強す
る場所なんだけどね」と述べていたように，「学習」と

「居場所」の両立の難しさも感じている。ただし， ３ 年
目にして， 子どもたちが少しずつ勉強ができるように
なってきたと述べており，ジレンマを感じつつも，「居
場所」を保障することで，学習に向かえるようになっ
てきたという成果も感じていた。

（ ４）事例 ４（NPO法人）
①団体の概要と活動の特徴
　事例 ４ は，野宿者をはじめとした生活困窮者を対象
とし，生活医療相談事業，地域生活支援・居場所づくり
事業，就労準備支援事業，居住支援活動事業等に取り
組んでいる団体である。このような支援を行っている
団体が中学生の学習支援を始めたきっかけとしては，
貧困の連鎖を断ち切るという目的のもとに，より早い
段階で支援を必要としている人と関わりたいという思
いがあったようである。
　活動の特徴としては，学生サポーターでイベント班
を作り，企画から運営まで行うなど，年 ３ 回実施して
いるイベントに特に力を入れていることが挙げられ
る。また，これまでの経験を活かして子どもや保護者
に対する傾聴支援に力を入れ，必要と判断した場合は
学校や児童相談所，福祉事務所等の関連機関と積極的
に情報交換を行い，生活困窮世帯の問題解決に動いて
いる点があげられる。一方で，他の団体とは違い，も
ともと教育や子ども支援を専門に行ってきた団体では
ないため，活動は手探り状態でスタートしている。

②「居場所」の捉え方
　「居場所」の捉え方としては，「その子がその子らし
く自分を出せる場所」として，学習支援に来る子ども
は「みんな相対的に勉強が好きではないんだけれども，
嫌だ嫌だと言いつつ来てるってことは，自分がいても
いい場所だと認識」しており，「よく学校では特定の
キャラを演じてるっていう子もいるので，そういうも
のを演じなくてもいい場所が提供できれば」と述べて
いた。また，こうした「居場所」観を前提として，「誰
もが自分らしく，心地よく居られる，安心・安全の場，
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雰囲気づくり」が重視されている。
　一方で，「ただ勉強を教えてもらう場所として来て
いる子もいる」として，そういう子どもは「自分で居
場所だと認識してないと思う」としつつも，「自分がい
ても大丈夫な場所だとは思っている」と述べていた。

③「学習」と「居場所」の関連
　「学習」と「居場所」に関しては，「学習は学校の補
助的なサポートと中学 ３ 年生に対しては受験に向けて
の対策」をできる範囲でサポートしているとし，「居場
所っていうのは学習の中の休憩時間もここでは居場所
的な捉え方かなと思っていて，あとはイベント」と述
べていた。このように，「学習」空間と「居場所」空間
を区別して捉えており，特に「居場所」空間において
は「話を聞いてもらえること」や「相談できること」
を重視していた。
　その理由として，「全部重なっているので，どこから
が居場所で，どこからが学習かって，はっきり分けら
れないのかもしれないけど，そうならざるを得ないの
かなと，分けざるを得ないのかな」と述べている。こ
の背景として，過去に「学習」空間と「居場所」空間
の区別ができなかったことで，全体的に場が崩れてし
まった経験があるという。「それこそ学習の場で子ど
もたちは何をやってもいいんだって思い始めて，せっ
かくの学習の時間がなくなっちゃうのかなと。私たち
がきちっと分けてあげた方がいいのかな」と述べてい
た。つまり，本来は「学習」と「居場所」は分けられ
ないものであるが，支援者側で区別しないと場が崩れ
てしまうと危惧しており，「学習」と「居場所」を意識
的に区別している事例といえる。
　さらに，「学習」と「居場所」の両立について，難
しいと感じるときがあると回答しており，「一番の理
由は学習支援だけではまかないきれないなっていうと
ころ」と述べていた。丁寧に話を聴き，必要な支援に
つなげるという対応に力を入れているからこそ，「学
習」とうまく組み合わせることができないというジレ
ンマを抱えていた。また，他団体が「居場所づくり事
業」と合わせて実施することで，その突破口が見えて
きたという話を聞き，可能であれば今後は居場所づく
り事業を新たに受託し，併用していきたいという展望
を持っていた。

（ ５）事例 ５（児童館）
①団体の概要と活動の特徴
　事例 ５ は児童館であり，社会福祉協議会が指定管理
業務の一環として学習支援を実施しているため，児童

館館長にヒアリングを行った。学習支援以外の事業と
しては，児童館として遊び場の提供，子育て支援事
業，中高生のための居場所づくり事業などが行われて
いる。
　学習支援は，児童館館長が事業責任者として，学生
サポーターと数名の退職教員とで行われている。学習
支援を受託する前にも，中学生の宿題や学校での学習
のサポートをする取り組みを行っており，その経験か
ら，学習指導においては子ども ２ 人に対してサポー
ター １ 人を配置している。現在学習支援に来ている子
ども及びその保護者の学力向上に対するニーズが高
く，保護者に対して出欠状況や学習記録を送るといっ
た取り組みを行っている。このように学習指導に重き
を置いている点が特徴である。

②「居場所」の捉え方
　「居場所」とは，「行く場所があること」であり，行
く場所がない子どもに対してその場所を提供するのが

「居場所」づくりであると捉えていた。しかし，学習
支援における「居場所」づくりに関しては，「ここは
学習という一つの場面を提供するなかでできることを
提供することしかできない」とし，限定的に捉えてい
た。また，実態として学習教室に通う子どものニーズ
のほとんどが学力向上であり，「居場所」を必要として
いる子がいないと把握していた。

③「学習」と「居場所」の関連
　事業責任者である館長は，学習支援事業は大学生な
どの有償ボランティアによって成り立っているため専
門性や資源がないとし，児童館における学習支援で学
習以外の様々な支援を行うことに対して難しさを感じ
ていた。そのため，「学習」支援に関しても「居場所」
の提供に関しても，児童館の指定管理業務としてでき
ることを限定的に捉えて実践していた。学習支援は，

「その世帯の貧困の連鎖を防止する一つのチャンネル」
であり，「それに乗っかってやれる子を面倒見るとこ
ろ」というような捉え方から，特に「学習」と「居場
所」に関するジレンマは感じていないといえる。

6 ．まとめ：学習支援における「学習」と
「居場所」

　本研究では，X 市における学習支援事業の受託団体
に対する質問紙調査とヒアリング調査をとおして，学
習支援における「学習」と「居場所」の実態をみてき
た。まず，各受託団体が「学習」と「居場所」をどの
ように捉えているのか，次のように整理できる。
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　事例 １ では，「居場所」を学習教室に来ることによる
副次的な効果と捉え，生活リズムを整える大きなきっ
かけづくりや，「健全な居場所」の提供と捉えていた。
このように，「学習」と「居場所」の関連を，「自立」
という目標の下，「学習」を主，「居場所」を従として
捉えているといえる。
　事例 ２ では，「社会参画」を目標に「学習」を広く捉
え，「居場所」を成長できる場所と考えているためこの
二つは分けられないと認識していた。
　事例 ３ では，「居場所」を保障することで「学習」に
向かえる条件が作られると考えているため，「居場所」
の提供を優先している。しかし，学習支援でありなが
ら，「学習」よりも「居場所」を優先していることには
葛藤がみられた。
　事例 ４ では，「学習」空間と「居場所」空間は支援者
側で区別をしないと場が崩れるという認識を持ってい
ることから，「学習」と「居場所」の二つは相反するも
のと捉えていた。受託団体はどちらの空間も提供した
いという思いを持っていたが，学習支援事業の枠内だ
けで行うことに限界を感じていた。
　事例 ５ では，学習支援の役割は「学力向上」であると
いう限定的な捉え方にたって，その範囲の中での「居
場所」の提供を行うというスタンスをとっていた。
　このように，学習支援事業における「学習」のサポー
トと「居場所」の提供には，多様な解釈があり，様々
なかたちの支援が行われていることがわかった。その
なかで，受託団体は勉強を教えることだけでなく，「成
長できる」こと，「安心・居心地・やすらぎ・何でも話
せる」や「自分らしくいられる」といったことを大事
にしているのである。
　次に，「学習」と「居場所」をどのように結びつけて
いるのかについてみていきたい。例えば，事例 １ や事
例 ２ では，「自立」や「社会参画」など「学習」と「居
場所」を包括する目的を掲げることや，事例 ５ では学
習支援の役割を「学力向上」と限定的に捉えることに
より，支援の方向性を一致させ「学習」と「居場所」
を結びつけていた。一方，事例 ３ や事例 ４ は，「学習」
と「居場所」の方向性を一致させることが難しく，そ
の二つの狭間でジレンマを感じていた。とりわけ，事
例 ４ の場合は，田谷が指摘したように，学習教室の場
が「居場所」としての機能を強く持ち始めているにも
かかわらず，「学習」支援を前面に出さざるを得ないと
いう葛藤をもっているといえる。

７ ．考察

（ １）学習支援における支援者のジレンマ
　なぜ，学習支援において「学習」と「居場所」の両
方の支援を行う中で，支援者はジレンマを感じること
があるのだろうか。ここでは仁平典宏の「〈教育〉の論
理」と「〈無為〉の論理」という概念を使って考えてみ
たい。
　仁平は，昨今の教育と社会保障の様相について，対
峙しているのは，教育制度と社会保障制度ではなく，
それらを横断している〈教育〉の論理と〈無為〉の論
理であると指摘する。ここでいう〈教育〉の論理とは，

〈主体化された者／未だされていない者〉という区別の
もと，後者から前者への変化を要請する形式的な意味
論であり，〈無為〉の論理は，より良い存在になるとい
う条件抜きで，存在をそのまま肯定する意味論である
と説明している。そのうえで仁平は，「〈教育〉の論理
が介在しない存在の無条件性（そのままでいい）とリ
ンクした制度的余地は，教育制度，社会保障制度の両
方で縮減していくのではないかと懸念」12している。す
なわち，変化を要請する〈教育〉の論理は，「存在の無
条件性（そのままでいい）」という〈無為〉の論理を侵
食するおそれがあるという指摘である。
　学習支援はまさに〈教育〉の論理と〈無為〉の論理
の両方を内包する事業であり，これらの論理は，「学
習」と「居場所」それぞれを横断しているといえる13。
二つの論理の狭間で支援者は葛藤しているのではない
だろうか。学習支援において〈無為〉の論理はより重
要なものだと考えられる。林が指摘したように，生活
保護世帯の子どもたちは，家庭では「養育される存在」
ではなく「家庭生活を維持する存在」と扱われ，学校
でも「周辺的な位置」にいるとされる14。そのため，多
くの子どもたちが家庭で与えられる無条件の肯定や承
認の機会が相対的に少ないのだとすれば，学習支援に
おいて，子どもたち自身をそのまま肯定することが求
められる。
　しかしながら，生活困窮世帯である子どもたちを対
象としている学習支援は，〈無為〉の論理を貫徹でき
ない難しさも有している。その子どもたちが社会に出
ていくことを考えれば，社会との接続をより重視せざ
るを得ず，貧困の連鎖から脱するために必要とされて
いる高校進学や社会的スキルを身につけることを目標
に活動を行わざるを得ないからである。加えて，学習
教室に通う子どもたちは，勉強に対してコンプレック
スを抱いているケースが多く，「学習」支援に対する
ニーズが高いという状況もある。学習支援が対象とす
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る生活困窮世帯の子どもたちは，「意欲格差」15として
把握されるように勉強に向かうこと自体，容易ではな
い。しかし，子どもたちは，授業についていけないに
もかかわらず，宿題を提出したり，受験勉強に励むこ
とが求められている。そのため，子どもたちは宿題を
教えてもらったり，受験勉強を支援してくれる存在を
欲しており，今の状況を打開したいと願っているので
ある。
　以上のことから，学習支援では〈教育〉の論理と〈無
為〉の論理の両方が求められており，その論理の狭間
においてジレンマが生じていた。今回の調査でも「居
場所」の保障を重視している事例では，より良い存在
になるという条件抜きで，そのままの存在を肯定する

〈無為〉の論理が貫かれていた。これに対して，学習支
援であるからには，勉強に向かわせたり，エンパワー
メントしたりするなど変化を要請することも必要とな
るため，その間で支援者は葛藤を抱いていた。このよ
うに，「学習」と「居場所」を両立させようとした際，
そこに横断する二つの論理の狭間で葛藤が生じること
がある。

（ ２）学習支援における「居場所」と〈無為〉の
論理

　こういった葛藤を感じずに「学習」と「居場所」を
提供するためには，これらを包括するような目標を設
定することが必要となる。今回の調査でも，包括的な
目標を設定し，支援の方向性を一致させようとしてい
る事例は存在した。しかしながら，もしその包括する
目標が狭義の「学習」に重きが置かれたものだとすれ
ば，勉強に抵抗のある子どもたちを排除する可能性も
否定できない。また，支援者の描く望ましい生き方・
将来像が強調されることによって，子ども自身が否定
される可能性もあるだろう。つまり，「居場所」におい
て，〈教育〉の論理が拡大し，〈無為〉の論理を侵食す
る可能性を持ち合わせている。子どもたちの存在を無
条件に認めるという〈無為〉の論理が十分に考慮され
なければ，子どもを排除する空間になってしまう恐れ
があるため，支援の包括的な目標をいかに設定するか
が重要となる。
　「居場所」は本来，人間として大切にされる実感を
得られる空間，価値や能力を発展させる空間，他者と
の相互援助を行う空間など豊かな概念16であり，その
ような空間となる前提に，ありのままを承認するとい
う〈無為〉の論理が必要となる。そのため，子どもの
ありのままを承認することをベースにしながら，子ど
もが現在の自己を超えて成長することの保障を行って

いく必要がある。これらを踏まえた包括的な目標設定
や，子どもの状況に応じた支援方針が求められる。加
えて，学習支援事業として専門性や人材不足の問題も
抱えながら，実施していかねばならないという状況の
中でいかに目標や支援方針の設定が行われているの
か，さらなる調査研究によって実践事例を積み重ねて
いくことも必要である。
　また，本研究では，学習支援に内在するジレンマを
明らかにすることを目的としたが，今回検討の対象と
したのはあくまでも支援者側の論理である。ゆえに残
された課題としては，「学習」と「居場所」が混在する
学習支援の場を，子どもたちがどのように解釈してい
るのかを検討する必要がある。サポーターとの信頼関
係が構築された居心地の良い環境，安心できる空間を
もつ学習支援の中で，「居場所」という「学習」以外の
要素も含みこみながら，オルタナティブな空間で学ぶ
ことの意義は考慮されなければならないだろう。
　また，さらなる課題として学習支援が学校や家庭の
補完を行い，社会化の機能までをも組み込んでいくこ
とに対しては慎重な議論が必要であろう。すでに先行
研究で指摘されているように，学習支援事業に対して
子どもの支援のみならず養育支援も含み込んだ包括的
支援を期待することの妥当性が問われている17。学習
支援事業が直面している矛盾を明らかにし，今後の展
望を検討するためには，内在的矛盾のみならず，学校
や家庭などの周辺領域との関係から考察を行うことが
求められる。

附記

　なお，本論文の執筆分担は次のとおりである。
　 １ ・ ２ ・ ６ ・ ７ （共同執筆）
　 ４ ・ ５ （ ４ ）（竹井沙織）
　 ３ ・ ５ （ １ ）（ ３ ）（小長井晶子）
　 ５ （ ２ ）（ ５ ）（御代田桜子）

〔注〕
1  2018年度現在，学習支援事業に取り組んでいる自治

体は536となり，約59％の自治体が取り組んでいる
計算となる。（厚生労働省社会・援護局地域福祉課生
活困窮者自立支援室「平成30年度 生活困窮者自立支
援制度の実施状況調査集計結果」）。

2  「平成25年度厚生労働省社会福祉推進事業『子ども・
若者の貧困防止に関する事業の実施・運営に関する
調査・研究事業』報告書（研究代表：加瀬進）」，2014
年 ３ 月，27頁。本調査は，厚生労働省が生活困窮者
事業自立支援法の施行に向けて，制度構築に資する
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―NPO 法人さいたまユースサポートネットの取り
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頁。
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31頁。

6  ただし，学習支援事業における「居場所」概念に着
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8  受託団体内においても，各会場責任者が教室での運
営を行っているため，会場ごとに多様な実践が行わ
れていることが想定されるが，本研究では団体ごと
の考えを記述することに限定し，各会場の違いにつ
いては分析の対象外とした。

9  X 市事業担当者からの聞き取りに基づく。
10 受託団体の種類から，個別指導塾を運営している株
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るより，統括的な役割を担う立場であることは留意
が必要だろう。
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ジャーナル』第22号，2018年，46頁。

13 ただし，仁平は，教育制度における〈無為〉の論理
が現れる場面として「居場所」を挙げているが，今
までみてきたように，学習支援における「居場所」
とは，仁平のいう「〈教育〉の論理」と「〈無為〉の
論理」の両方を備え持つものであるため，学習支援
における「居場所」や「学習」が仁平のいう〈教育〉
の論理，〈無為〉の論理をそのまま意味するわけでは
ないことは注意が必要である。

14 林，前掲書，196－198頁。
15 苅谷剛彦『階層化日本と教育危機―不平等再生産か

ら意欲格差社会へ』有信堂高文社，2001年。
16 中嶋哲彦「学習支援と貧困からの自己解放」『教育』

2016年 ２ 月号，59－60頁。
17 益田仁「学習支援事業は『貧困の連鎖』を食い止め
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析』第43号，2016年，121－130頁など。また，今回
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The purpose of this paper is to clarify the dilemma of guaranteeing both “learning” and a “place of 

belonging” in a study support project, taking into consideration the logic of “education” and the logic 

of “inactivity.” This research illustrates what aspects of “learning” and a “place of belonging” were 
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The findings of this study are as follows; 

The aim of the study support project in X City included support for study as well as an emphasis 

on creating a “place of belonging.” The logic of “education” and the logic of “inactivity” crossed inten-
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a study support project, an emphasis on learning suggests the importance of study, motivation, and 

empowerment. Consequently, supporters felt conflict between the logic behind desiring to promote 
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the logic of “education” and the logic of “inactivity” suggests the need to set goals that include “learn-
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